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特定疾患医療費援助事業実施要領 

 

 

１ 概要 

 指定難病に移行された難病を除く、厚生労働省が指定する疾患に対する医療費助成 

 

２ 実施方法 

 医療費助成の実施主体は大阪府であり、大阪市の区域に係る援助の申請受理に関する 

事務を大阪市内各区保健福祉センターで行う。 

また、申請書等の大阪府への経由事務及び更新時の個別通知は、大阪市保健所で行う。 

 

３ 制度の詳細及び対象疾患 

  大阪府特定疾患医療費助成制度のとおり 

大阪府ホームページ 

 

４ 対象患者 

大阪府における特定疾患医療費助成制度の対象者のうち、住民票の住所地が大阪市内に  

ある方 

 

附則 

 この要領は、平成 27年 1月 1日から施行する。 

附則 

 この要領は、平成 27年 2月 24日から施行し、平成 27年 1月 1日から適用する。 

附則 

 この要領は、令和 6年 6月 1日から適用する。 
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